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1 . はじめに 

現実の日本の 社会は多文化共生にむけて 躍進しているとはいいがたい。 躍進しがたいこの 状況を、 

「行き悩む孝文化化」と 宮島喬は指摘した。 ( 宮島， 2003,pp.39-60 ． ) 宮島は神奈川県の 多文化共生 

に関する著名な 識者のひとりであ る。 宮島、 そして筆者が 論及し、 国際化の先進自治体であ るとも 

いわれる神奈川県は、 2004 年 9 円に「幅広い 連携と協働による 平和な 多 文化共生社会の 実現をめざし 

て 」と題する国際施策推進指針を 発表した。 神奈川県では 行政レベル、 市民運動のレベルでは、 国 

籍や民族、 性や宗教などの 違いを活かして 生きる 多 文化共生という 言説は定着したかのようにみえ 

る 。 多 文化共生社会の 実現に子どもの 存在は欠かせない。 未来は子どもに 託されるものだ。 子ども 

はどこにいるのか。 家庭であ り、 地域であ り、 学校であ る。 そして、 家庭でも、 地域でも、 学校で 

も 、 未来を託したい 子どもを保護するおとながいろはずであ る。 

子どもを保護するおとなが、 ロ木社会の多文化化のために 働き、 実現がめざされる 孝文化共生社 

会の子ども、 とりわけ外国人の 子どもの人権 を保障し、 子どもが安心できる 居場所を づ くる と 

ができるとしたら、 日本の少子化問題の 解決の方向ともつながるだろう。 け 

本稿では、 子どもを保護する 立場のおとなが 守らなくてはならない、 外国人の子どもの 人権 を保 

陪 する「子どもの 権 利条約」、 「子どもの権 利条例」、 「覚国人教育基本方針」に 論及し、 多 文化化の 

行き悩みのなかでもっくることのできる 外国人の子どもの 居場所について 考察する。 本稿では、 外 

国人の子どもを、 18 歳以下の子どもに 限定しない。 18 歳以上であ っても高等学校に 在学している 若 

者であ れば、 子どもとして 捉える。 

2. 「子どもの権 利条約」 

日本政府は、 1989 年に国際連合が 採択した「 Conventiononthe 「 hghtsonthechild 」を「児童に 

関する権 利条約」として 1994 年に批准した。 本稿では、 通称で用いられている 通り、 「子どもの権 利 

条約」という。 「子どもの権 利条約」は 1959 年に国連が発表した「子どもの 権 利宣言」を法的効力の 

あ るものにすべく、 1979 年の国際児童午から 10 年がかりで制定したものであ る。 日本の批准は 世界 

で 158 番目、 決して敏速ではない。 この条約が子どもを 権 利ギ体として 位置づけ、 条約と国内法が 相 

反する場合には、 国内法を条約に 合わせるかたちで 変更を余儀なくされるという 条約の強い規範性 

を 前にして長期にわたる 綿密な議論を 要したともいわれている。 

この条約は、 前文で、 「～国際連合が、 世界人権 宣言及び人権 に関する国際規約において、 すべて 

の 人は人種、 皮膚の色、 性、 言語、 宗教、 政治的意見その 他の意見、 国民的若しくは 社会的出身、 
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財産、 出生又は他の 地位等によるいかなる 差別もなしに 同宣言及び同規約に 掲げるすべての 権 利及 

び自由を亨 愛 することができることを 宣明し及び合意したことを 認め、 国際連合が、 「世界人権 宣 

言 」において、 児童は特別な 保護及び援助についての 権 利を享受することができることを 宣明した 

ことを想起し、 家族が、 社会の基礎的な 集団として、 並びに家族のすべての 構成員に特に 児童の成 

長及び福祉のための 自然な環境として、 社会においてその 責任をⅡ分に 引き受けることができるよ 

う 必要な保護及び 援助が与えられるべきであ ることを確信し、 児童の、 その人格の完全なかっ 調和 

のとれた発達のため、 家庭環境の下で 幸福、 愛情及び理解のあ る雰囲気の中で 成長すべきであ るこ 

とを認め、 児童が、 社会において 個人として生活するため l, 公 な準備が整えられるべきであ り、 か 

っ 「国際連合憲章」において 宣明された理想の 精神、 並びに特に平和、 尊厳、 寛容、 自由、 平等 及 

び 連帯の精神に 従って育てられるべきであ ることを考慮し、 児童に対して 特別な保護を 与えること 

の 必要性が 1994 年の「児童の 権 利に関するジュネーブ 宣言」及び 1959 年 1 月 20 口に国際連合総会で 採 

訳 された「児童の 権 利宣言」において 述べられており、 また「世界人権 宣言」、 「市民的及び 政治的 

権 利に関する国際規約」 ( 特に第 23 条及び第 24 条 ) 」、 「経済的、 社会的及び文化的権 利に関する国際 

規約」 ( 特に 10 条 ) 並びに～児童の 福祉に関係する 専門機関及び 国際機関の規定及び 関係文書におい 

て認められていることに 留意し、 児童の権 利に関する宣言において ボ されているとおり、 『児童は 、 

身体的及び精神的に 未熟であ るため、 その出生の双後において、 適当な法的措置を 含む特別な保護 

及び世話を必要とするⅡことに 留意し 、 ～児童の保護及び 調和のとれた 発達のために 各人民の伝統 

及び文化的価値が 有する重要性を i, 分に考慮し、 あ らゆる 国 特に開発途上国における 児童の生活条 

件を改善するために 国際協力が重要であ ることを認め」 " たぅ えで、 54 の条文から成立している。 

日本政府は「児童の 権 利に関する口木国政府の 留保」 ( 大沼， 2004.p.142) と題する宣言を 出して「子 

どもの権 利条約」の一部を 認めないまま 条約を批准した。 

日本政府はなにを 認めなかったのか。 それは、 すな ね ち、 国境を越えて 移動する家族の 在留資格 

に伴 う 子どもの最善の 利益であ り、 条文の、 第 9 条 1 、 第 10 条 1 、 第 37 条 (C) であ る。 

日本政府は、 「児童の権 利に関する条約第 37 条 (c) の適用に当たり、 日本国においては、 自由を奪 

われた者に関しては、 国内法上原則として 20 歳未満の者と 20 歳以上の者とを 分離することとされて 

い ることにかんがみ、 この規定の第二女にい う 『自由を奪われたすべての 児童は、 成人とは分離さ 

れないことがその 最善の利益であ ると認められない 限り成人とは 分離される コ に拘束されない 権 利 

を 留保」 ( 大沼， 2004.p.142) した。 また、 「 1  ロ本国政府は、 児童の権 利に関する条約第 9 条 1 は、 

出入国管理法に 基づく退去強制の 結果として児童が 父母から分離される 場合に適用するものではな 

い と解釈するものであ ることを宣言する。 2  口本国政府は 、 更に、 児童の権 利に関する条約第 10 

条 1 に 規定される家族のⅡ統合を 目的とする締約国への 入国又は締約国からのⅢ国の 申請を『積極 

的 、 人道的かっ迅速な 方法 コで 取り扱うとの 義務はそのような 申請の結果に 影響を与える」 ( 大 

沼 ， 2004.p.142) と考えたのであ る。 

条約第 37 条 (C) は、 「自由を奪われたすべての 児童は、 人道的に、 人間の固有の 尊厳を尊重して、 

か つ 、 その年齢の必要を 考慮した方法で 取り扱われること。 特に、 自由を奪われたすべての 児童は、 

成人と分離されないことが 最善の利益であ ると認められない 限り成人とは 分離されるものとし、 例 

外的な事情があ る場合を除くほか、 通信及び訪問を 通じてその家族との 接触を維持する 権 利を有す 

ること」 ( 大沼， 2004.p.139)  という。 

さらに、 第 10 条 1 は、 「双条の 1 の規定に基づく 締約国の義務に 従い、 家族の再統合を 目的とする 
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児童又はその 父母による締約国への 入国又は締約国からの 出国の申請については、 締約国が積極的、 

人道的かっ迅速な 方法で取り扱う。 締約国は 、 更に、 その申請の提出が 申請者及びその 家族の構成 

員に悪影響を 及ぼさないことを 確保する。 」という。 

条約第 37 条 (C) および第 10 条 1 の留保は、 外国人の子どもの 人権 を侵害するおそれがあ る。 「子ども 

の権 利条約」の双文でも、 第 3 条「子どもの 利益の優先」、 で規定する子ども 当事者の利益、 つまり、 

「 1  児童に関するすべての 措置をとるに 当たっては、 公的若しくは 私的な社会福祉施設、 裁判所、 

行政当局又は 立法機関のいずれかによって 行われるものであ っても、 児童の最善の 利益を中として 

考慮されるものとする。 2  締約国は、 児童の父母、 法定保護者、 又は児童について 法的に責任を 

有する他の者の 権 利及び義務を 考慮に入れて、 児童の福祉に 必要な保護及び 養護を確保することを 

約束し、 このため、 すべての適当な 立法及び行政上の 措置」 ( 大沼， 2004.p.136.) をとらないことは、 

後に、 「学校から子どもが 消える」問題目を 生むのであ る。 

「学校から子どもが 消える」問題は、 2000 年頃 から顕在化していった。 学校に在籍する 子ど t, が 、 

在留資格の問題から、 退去強制のために、 突然入国管理局に 強制的に収容されるのであ る。 この間 

題は ついて、 大阪方面の外国籍の 子ども支援団体が 行政当局を巻き 込む社会運動を 展開し、 2003 年 

頃 から東京方面にも 運動が一部広がった。 「学校から子どもが 消える」とはただごとではない。 日本 

政府の「子どもの 権 利条約」第 37 条 (C) および第 10 条 1 の留保により、 在留資格に問題があ るとされ 

る子どもが、 日本で学び育つ 権 利を奪われたり、 在留資格の問題のせいで 家族と引き離されたりし 

たのだ。 

この問題に詳しい 榎井 はっぎのように 語る。 「覚国人の子どもが 収容され、 退去強制される。 学校 

側 としたら、 これは突然神隠しにあ ぅ というか、 いなくなってしまうわけですね。 それでい いかど   

うかとい う と によって学校側は 問われるわけです。 もしそのことが 学校に知らされなくてもいい 

と 言 う んだったら、 学校は覚国人の 子どもを受け 入れていないと 言えるんじやないでしょうか。 例 

えば、 『覚国人は義務教育じゃないですからね』という 言葉があ ったとしたら、 それはやはりおかし 

いといいたいと 思います。 日本人の子どもにも 外国人の子どもにも、 学校に行く義務はあ りません。 

観 、 保護者に対して 義務は課せられていますが、 本人に学校に 行かなくてはいけませんという 義務 

はあ りません。 逆に言いますと、 教育を受けるという 権 利は、 初等教育、 小学校・中学校に 関して 

言えば、 すべての子どもに 保障されるべきであ るということが、 世界的な人権 の規約にも書かれて 

いますし、 それは世界的にもスタンダードになっている 訳です。 」 ( 榎井 ， 2002,pp.17-19.) 

ところが、 在留資格に問題のあ る外国人の子どもにも、 教育は保障されるべきだという 世界のス 

タンダードを 理解していない 教員は少ない。 榎井 はいう。 「あ る中学校に行ってこういう 話を切々 と 

2 時間して、 その後に ニ 質問あ りますか ? 』というたら、 『なんで不法の 子どもが学校に 来れるんで 

すか コ という質問が 出ました。 『覚国人登録をしていない 外国人が学校に 入れるんですか、 それがな 

んでつかまらないんですか 凹 という質問があ って頭の中が 真っ白になってしまいました。 なぜ外国 

人登録証が必要なのかと 言ったら、 それは学校に 入るためにそのこの 住所と年齢が 必要であ るから 

に 他ならないと 思うんです。 外国人には住民票はあ りません。 ですから ィ t.@ 民票 にかわるものとして 

外国人登録証が 必要という考え 方です。 もちろん住民票のない 日本人の子どもだっています。 学校 

側がチェックしなければならないのは、 年齢、 住んでいる所、 そして学齢期であ ったら学校に 行け 

るということを、 まず第 1 にするべきです。 ～先生は警察でも 入管でもあ りません。 先生が一番 優 

先 させるのは子どもが 教育を受けられることであ って、 通報することがそれをさまたげるのであ っ 
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たら、 通報しないとしてもそれが 法に違反しないということを、 法務局の人権 擁護局長が言ってい 

るんです。 」 ( 榎井 ， 2002.pp.l9-20 ・ ) 大阪や福岡などでは、 教員が退去強制を 迫られた子どもとその 

家族のための 支援に他の支援者とともに 救出に走り回るということはめずらしいことではない。 支 

援者のネットワークもしっかりしており、 情報交換も密であ る。 

日本政府が 9 条 1 、 10 条 1 、 37 条 (C) を留保したことからもわかるように、 教育の保障が 外国人の 

子どもにとっての 権 利ではなく、 懇意的に与えられる 恩恵であ るとしたら、 日本政府が留保しなか 

った 条約第 3 条「子どもの 利益の優先」はもとより、 第 2 条「差別の禁止」、 第 6 条「生命に対する 権 

利」、 第 12 条「意見表明の 権 利」にも明らかに 反する。 「差別の禁止」は「 1  締約国は、 その 管 

轄下 にあ る児童又はその 父母若しくは 法定代理人の 人種、 皮膚の色、 性、 言語、 宗教、 政治的意見 

その他の意見、 国民的、 種族的 (ethnic) 若しくは社会的出身、 財産、 心身障害者、 出生又は他の 地 

位 にかかわらず、 いかなる差別もなしにこの 条約に定める 権 利を尊重し 、 及び確保する。 2  締約 

国は、 児童がその父母、 法定保護者又は 家族の構成員の 地位、 活動、 表明した意見又は 信念による 

も あ りる形態の差別又は 処罰から保護されることを 確保するためのすべての 適当な措置をとる。 」 

( 大沼， 2004,p.136.) ものであ り、 「生命に対する 権 利」は、 「 1  締約国は、 すべての児童が 生命 

に対する固有の 権 利を有することを 認める。 2  締約国は、 児童の生存及び 発達を吋 能 な最大限の 

範囲において 確保する。 」 ( 大沼， 2004,p.136,) をいい、 「意見表明の 権 利」は「 1  締約国は、 自己 

の意見を形成する 能力のあ る児童がその 児童に影響を 及ぼすすべての 事項について 自由に自己の 意 

兄を表明する 権 利を確保する。 この場合において、 児童の意見は、 その児童の年齢及び 成熟度に従 

って相応に考慮されるものとする。 2  このため、 児童は 、 特に、 自己に影響を 及ぼすあ らゆる 司 

法 上及び行政上の 手続きにおいて、 国内法の手続き 規則に合致する 方法により直接に 又は代理人若 

しくは適当な 団体を通じて 聴取される機会を 与えられる。 」 ( 大沼， 2004,p.136.) をい う 。 

もちろん、 「子どもの権 利条約」は制定され 批准されておわるのではない。 国際連合の「子どもの 

権 利委員会」が、 条約締結国から 提出される報告書を 精査し、 条約が機能しているかどうかを 監視 

している。 監視の結果、 締結国の条約履行状況に 対して、 「子どもの権 利委員会」が、 総括所見を出 

して改善を勧告している。 内容としては、 沖縄 人 ( アジア ) と在口米軍関係者 ( アメリカン ) の間で生 

まれた「アメラジアン」、 韓国・朝鮮人、 アイヌ、 その他のマイノリティ、 移住労働者の 子ども、 難 

民及び庇護希望者の 子どもに関する 社会的差別にあ らゆる 必 、 要な積極的な 措置をとること、 そして、 

日本にあ る外国人学校を 卒業して大学進学を 希望する場合の 資格基準が拡大されているなかでもな 

お、 大学への進学が 否定されている 子どもがいること、 りがあ げられている。 

国際条約と国内法が 矛盾する場合は、 国際条約に合わせて 国内法を改正する 義務を負 う 。 国際法 

は国内法の上位に 位置するというのが 国際社会の常識であ る。 ところが、 国際条約は国際関係の 社 

変約・形式的なものにすぎず、 国内法とくに 国内の最高法であ る憲法は国際条約に 対して優位にた 

っという見方 は ロ木には少なくない。 それには理由があ る。 外国人の人権 保障についての 最高裁判 

所の判例では、 在留資格が問われる、 または出入国管理法で 問題とされる 外国人の人権 は、 日本国 

民 と違って限定的に 保障されるという 解釈があ る。 これがいわゆる 外国人人権 の限定保障 説 で、 1978 

年の 「マクリーン 事件」に瑞を 発する。 

つまり、 アメリカ国籍で 英語教師として 入国した入国管理局が マ クリーン氏が「覚国人 / ベトナ 

ムに平和を巾 民 連合」の反戦集会やデモに 参加した経歴から、 入国管理局は て クリーン氏の 在留 期 

間 更新を認めなかったため、 マクリーン氏が 提訴した。 裁判は最高裁までもつれたが、 最高裁は「 憲 
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法は外国人が 我が国に人国するについては 何らの規定もしておらず、 外国人の在留の 許否は国の裁 

量にゆだねられており、 外国人に対する 基本的人権 の保障は、 外国人在留制度の 枠内で与えられて 

いるものにすぎない」ということを 理由として、 マクリーン氏は 敗訴した。 5) 

人権 の限定保障 説は ついてさらにい うと、 ①最高裁の制約基準つまり 国の政治的意志又はその 実 

施 に影響を及ぼす 活動、 ②日本の政治に 直接介入するために 政治結社を組織する 活動、 ③選挙その 

他投票に不当な 影響力を行使するような 活動㈲をさす。 しかし、 これは最高裁判例による 通説であ 

る 。 その一方で、 少数 説 であ るが 、 無限定保障 読 もあ る。 無限定保障説は 少数 説と、 、 われながら 最 

近有力説，となってきている 考え方で、 外国人が持たない 狭義の選挙権 、 被選挙権 などの参政権 と異 

なって、 外国人は参政権 的機能を有しており、 たとえば自治体の 住民投票には 参加することはでき、 

それが通例になってきたこと、 さらに、 外国人の多様な 見解や視点の 提起は日本国民の 主権 的意思 

決定を豊富にするという 理由で、 外国人の政治活動に 自由を狭義の 国政レベルでの 参政権 7) とは 切 

り 離して人権 として日本国民と 等しく認めるという 説であ る。 田 

したがって、 日本国憲法を 国際条約より 優位、 または日本国憲法と 教育基本法は 国際条約より 優 

位 とする限定保障 説 に基づく見解と、 日本国憲法以下国内法はすべて 国際条約より 下位に置かれる 

とする無限定保障 説 に依拠する見解とがあ り、 外国人の在留資格の 問題については 限定保障 説 をと 

りつ つ、 法務局、 及び人国管理局の 裁量に委ねるとする 考え方が現在までの 通例であ る。 しかしな 

がら、 1978 年の「マクリーン 事件」の判例は、 外国人の人権 を保障する国際条約の 先駆けといえる、 

1979 年批准の国際人権 規約、 1982 年批准の難民の 地位に関する 条約 ( いわゆる「難民条約」 ) より以 

前のものであ り、 1996 年批准の人種差別撤廃条約 ( 「あ らゆる形態の 人種差別の撤廃に 関する国際条 

約 」 ) 、 から約 20 年も前の過去のものであ る。 

日本は 1990 年に国際連合が 採択した「移住労働者の 権 利条約」にはいまだ 批准していないにして 

も 、 既に批准した「国際人権 規約」、 「難民条約」、 「子どもの権 利条約」、 「人種差別撤廃条約」を 尊 

重する義務を 履行する結果として、 限定保障説を 見直し、 外国人の子どもに 限っては、 「日本国憲法」 

や 「教育基本法」より 優位な国際条約の 適用をし、 外国人の子どもの 利益が守られるよ う に学校教 

育法などの国内法の 改正を実行すべきであ る。 

さらに、 「子どもの権 利条約の委員会」は、 口木政府の報告書を 審査するなかで、 公立学校の公式 

カリキュラム ( 学習指導要領 ) について、 外国人の子どもに 対して母語による 教育が採用されてい 

ないという批判を 行っている。 2004 年現在、 学習指導要領を 超える内容を 教えることが 可能となっ 

ている。 学習指導要領に 直ちに母語による 教育を採用することができないのであ れば、 学習指導要 

領から外れても 母語による教育が 必要な覚国人の 子どもには母語による 学習環境を整備すべきであ 

る。 教育 特区 であ る群馬県太田市は 拠点検Ⅰ放課後Ⅰ母語学習指導員方式で 母語による教科学習の 

補習教室を既に 試行している。 太田市はニューカマ 一の子どもが 集 住している地域であ る。 他の集 

任地域も教育 特 区への移行を 検討したり、 身近な生活 圏 で外国人の子どもの 教育と暮らしを 支えて 

いる地域学習 室や 、 客地域にまたがる 外国人学校に 対し、 財政的援助も 可能だろう。 

実際、 「子どもの権 利条約」をより 意識した文部科学省の 最近の動きには 日が離せない。 文部科学 

省は 2004 年度から 2 ヵ年の「母語を 生かした学習支援」事業に 着手した。 それを ぅ けて、 神奈川県 

でも横浜市の 交際交流協会や 横浜市立の港中学校、 鶴見中学校、 潮田中学校が 連携して同事業が 展 

聞 されはじめた。 「子どもの権 利条約」では、 学校に行く機会を 得ることは子どもの 権 利であ るとい 

っている。 日本政府はこれまで、 外国人の子どもの 教育は義務ではなく 恩恵であ るという立場をと 
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ってきたが、 その立場に変化がみられる。 その証左として、 文部科学者 が 2005 年度に日本人よりは 

るかに多い外国人の 子どもの不就学者の 実態調査を行 う ための予算要求を 計上 0 朝日新聞 2004 年 9 

月 25 口 ) したことがあ げられる。 

3. 「子どもの権 利条例」 

「子どもの権 利条約」に関連して 自治体が定めた 条例には次のようなものがあ る。 まず、 子ども 

の 権 利の救済として、 「兵庫県川西市子どもの 人権 オンブズパーソン 条例」、 「岐阜県岐南町子ども 

の人権 オンブズパーソン 条例」、 「埼玉県子どもの 権 利擁護委員会条例」、 「川崎市人権 オンブズ パ一 

ソン条例」、 「さいたま市学校災害救済給付金条例」、 子どもの意見表明・ 参加として、 「東京都中野 

区 教育行政における 区民参加に関する 条例」、 「埼玉県鶴ケ 島市教育審議会設置条例」」、 幼稚園保育 

同一元化として、 「東京都千代田区こども 園 条例」、 障害児童福祉として、 「千葉県八千代市心身障害 

児童福祉手当支給条例」、 子どもの施策の 推進として、 「大阪府箕面市子ども 条例」、 「東京都世田谷 

区子ども条例」、 子どもの健全育成・ 子育て環境の 整備として、 「東京都中央区の 教育環境に関する 

基本条例」、 「金沢市子どもの 幸せと健やかな 成長を図るための 社会の役割に 関する条例」、 「佐賀県 

神埼町子ども 条例」、 人権 を軸とした総合的なものとして、 「川崎市子どもの 権 利に関する条例」、 子 

どもの地域参加として、 「北海道奈井江町子どもの 権 利に関する条例」があ る。 " 

子どもの権 利救済等の条例については 別の論者に扱いを 任せるとして、 本稿では人権 を軸とした 

総合的な子どもの 権 利に関する条例、 川 @ 市子どもの権 利条例」に注目したい。 政令指定都市のな 

かで、 外国人の子どもの 人権 を確実に視野に 収めた上で、 「子どもの権 利条約」を地域社会で 確実に 

実施するという 方向で、 条例を制定したのは、 川崎市だけであ る。 川崎市は人権 施策の取り組みで 

知られており、 1999 年には A5 版の情報誌「川崎市は、 『人権 ・共生のまちづくり』を 進めています」 

を 発行し、 見開きの第 1 頁が世界人権 宣言の紹介と 子どもの最善の 利益をヰ眼とする「子どもの 人 

権 」、 「子どもの権 利条約」、 「川崎市の取り 組み」等で構成されている。 きわめて簡潔に 平易にしか 

し 重要な柱をこの 冊子は伝えている。 ' 。 ) 

子どもの人権 

1989( 平成元年 ) に国連で「子どもの 権 利条約」が採択され、 1994 年 ( 平成 6 年 ) に日 

本は批准しました。 「子どもの権 利条約」は子どもが 権 利の七体として、 最善の利 

益を得ることができるよ う 定められ、 人種・民族・ 性別・出身・Ⅲ 生 ・障害等を問 

わず、 すべての子どもが「子どもとしての 権 利」を持ち、 例外はないものとするも 

のです。 

川崎市の取り 組み 

川崎市は、 2000 年 ( 平成 12 年 ) 塵中の成立をめざして、 現在「子どもの 権 利条例」 

を制定する取組を 進めています。 」条例づくりにあ たって 、 ①市民参加型で、 ② 全 

庁 的な体制で、 ③実効的な、 条例をめざして 進めています。 子どもの居場所、 参加 

と意見表明、 権 利救済などの 視点から議論を 展開しています。 

川崎市子どもの 権 利条例は、 前文と全 8 章及び附則で 構成されており、 見逃せないのが、 第 9 ～ 16 

条の「人間としての 大切な子どもの 権 利」であ る。 第 10 条は、 「安心して生きる 権 利」が、 第 11 条に 

は、 「あ りのままの自分でいる 権 利」、 第 12 条は「自分を 守り、 守られる権 利」、 第 13 条は「自分を 豊 
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かにし、 カ づける権 利」、 第 14 条は「自分で 決める権 利」、 第 15 条は「参加する 権 利」、 第 16 条は「個 

別の必要に応じて 支援を受ける 権 利」が具体的な 項目を擁して 掲げられている。 少数者であ る外国 

人の子どもの 人権 と居場所に直接関わる 条文は 、 第 ¥¥ 条 「あ りのままの自分でいる 権 利」、 そして、 

第 16 条「個別の必要に 応じて支援を 受ける権 利」であ る。 条文は以下。 

第 ml 条 子どもは、 あ りのままの自分でいることができる。 そのためには、 主と 

して次に掲げる 権 利が保障されなければならない。 

(1) 個性や他の者との 違 いが認められ、 人格が尊重されること。 

(2) 自分の考えや 信仰を持っこと。 

(3) 秘密が侵されないこと。 

(4) 自分に関する 情報が不当に 収集され、 スは 利用されないこと。 

(5) 子どもであ ることをもって 不当な取り扱いを 受けないこと。 

(6Y 安心できる場所で 自分を休ませ、 及び余暇を持つこと。 

第 16 条 子どもは、 その置かれた 状況に応じ、 子どもにとって 必要な支援を 受け 

ることができる。 そのためには、 ギ として次に掲げる 権 利が保障されなければ 

ならない。 

(1) 子ども又はその 家族の国籍、 民族、 性別、 言語、 宗教、 出身、 財産、 障害その 

他の置かれている 状況を原因 スは 理由とした差別及び ィ < 利益を受けないこと。 

(2) 前サの 置かれている 状況の違 いが 認められ、 尊重される中で 共生できること。 

(3) 障害のあ る子どもが尊厳を 持ち、 自立し、 かつ社会への 積極的な参加が 図られ 

ること。 

(4) 国籍、 民族、 言語等において 少数の立場の 子どもが、 自分の文化等を 享受し、 

学習し、 又は表現することが 尊重されること。 

(5) 子どもが置かれている 状況に応じ、 子どもに必要な 情報の入手の 方法、 意見の 

表明の方法、 参加の手法等に 工夫及び配慮がなされること。 

「川崎市子どもの 権 利条例」の制定までには、 制定の背景まで 含めると 15-6 年の努 ノ J があ った。 Ⅲ 11) 

その当時、 1980 年代半ばは、 全国的に子どもが 荒廃し社会問題となっていた 時期で川崎も 例外では 

なかった。 学校全体、 教員と保護者、 地域の関係者が 一丸となって 子どもの荒れに 取り組む中で、 

中学校単位に「地域教育会議」が 作られ、 大人だけの会議ではなく 子どもも発信者として 参加する 

「子ども会議」が 戸主的に運営されるよ う になった。 

日本政府が「子どもの 権 利条約」を批准した 1994 年には「川崎子ども 会議」を開いた。 1996 年か 

らは子どもが 主役となってまちづくりをする 場が作れないかということで、 「川崎市子ども 夢 共和 

国 」事業を実施するという 背景があ り、 自治体が強引に「子どもの 権 利条約」の条例化を 図ったわ 

けではなかった。 とはいえ、 子どもをはじめとして 地域社会の構成員をギ 体とした条例づくりであ 

っ たが、 国がやるべき 仕事をなぜ自治体が 条例化してやらなければならなのかという 疑問が、 中学 

生の子どもから 発せられ、 条例化のための 審議会委員もその 疑問をすぐには 解けなかった。 

たしかに、 国際条約を締結するのは 国の仕事であ る。 しかし、 人間は地域社会で 生清しているの 

であ るから、 条約を具体的に 実現するのであ れば、 地域社会の長であ る自治体が条約の 規定を保障 

する枠組みを 作るのは自治体の 責務であ る。 条例化の意義は、 条約実現化のプロセスにあ る。 議論 
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し 方向性を決めていく 「子ども権 利条例検討連絡会議」及び 作業に徹する「調査研究委員会」、 「市 

民集会」、 「地域教育会議」で 市長が議会に 提出するために 要した時間だけでも 2 年間に及ぶ。 こ う 

した時間をかけた 取り組みの中で 条例は練られていった。 たとえば、 「川崎市子どもの 権 利条約」で 

は、 子どもを満 18 歳未満の者としているが、 字義通りに捉えると 18 歳の高校 3 年生は外れてしまう 

し 、 年齢超過の傾向があ る定時制の生徒には 高校生であ っても子どもの 権 利条約の対象ではなくな 

る者もでてくるおそれがあ るため、 実際には柔軟に 子どもの該当年齢を 解釈する方針がたてられて 

いる。 12) 

「川崎市子どもの 権 利条例」では、 子どもに固有の 権 利があ ると う たろている。 その第 1 は大人 

と 違って子どもの 場合は「生きる 権 利」と「育つ 権 利」がセットになっているということ、 第 2 

は 、 大人にはない「守られる 権 利」があ るということ。 子どもは周囲に 守ってもられないと 安心 

して育てない。 これは児童福祉法でもいわれている。 そして、 第 3 は「参加する 権 利」、 子どもは 保 

護 者や教員に従属するのではなく、 発言して意思表示できる 独立した社会構成員として 子どもを 捉 

える。 ㈹筆者は、 先に条例化の 意義は、 条約実現化のプロセスだと 述べたが、 条例が有効に 機能し 

ているかどうかが、 第二者機関に 評価される必要があ る。 この点に関しては、 「子どもの権 利委員会」 

の設置が言及され、 既に川崎市が 条例化した「市民オンブズマン 制度」の子ども 版 、 「子どもオンブ 

ズパ一 ソン」が子どもの 権 利条例の附則に 加えられている。 袴もちろん、 条例は制定よりも、 制定 

後の実効の方がより 難しい。 それは、 条約、 条例、 そしてつぎに 論じる外国人教育方針でも 同じこ 

とがいえる。 問題がまったくないとまではいわないが、 川崎市の多文化共生の 行政は先進的な 努力 

をしている。 それは「子どもの 権 利条例」の制定にも 現れている。 しかし、 どれほど行政が 条例を 

市民に普及しょうと 努力しても、 実際、 条例の存在すら 知らないという 市民もいる。 市民の中でも 

子どもに関わるスタッフやボランティア、 とくに子どもを 保護する公的な 責任の大きい 立場にあ る 

学校などの教員や 、 子どもの親たちへのさらなる 周知など課題は 山積している。 ㈲ 

4. 「覚国人教育基本方針」 

つぎに、 神奈川県、 横浜市、 川崎市の「覚国人教育基本方針」について 述べる。 ㈹神奈川県は 1990 

年 に「在日覚国人 ( 主として韓国・ 朝鮮人 ) にかかわる教育の 基本方針」を 策定した。 前文には、 

世界人権 宣言、 日本国憲法、 国際人権 規約が並ぶ。 1989 午に新改訂の 学習指導要領に 国際理解教育 

が 取り入れられたことを 重視し、 「内なる 民 除外交」の視点から 国際理解教育を、 外国人に対する 差 

別や偏見の根絶から 推進する姿勢を 掲げている。 条文では、 第 2 条に、 「在口覚国人児童・ 生徒に対 

しては本名が 名乗れる教育環境をつくり、 民族としての 誇りをもち、 自立できるよ う 支援する」と 

いう 文言がおかれた。 

「内なる 民 除外交」は、 世界と共に生きるアクションを 神奈川から起こしていく 考え方で、 長洲 

一二知事時代 (1975-1995 年 ) の神奈川県政の 柱であ った。 長洲は 1979 年国際人権 規約批准を受けて、 

1980 年に「在日覚国人の 現状と課題」なる 講演会を実施し、 「内なる 民 除外交」を開始、 1981 年には 

県職員の啓発事業、 1984 年には県内の 韓国・朝鮮人の 歴史と就職や 教育等での差別を 明らかにし、 

解決の策を報告書にまとめた「神奈川の 韓国・朝鮮人一門 治 体現場からの 提言」を発表、 1985 年に 

は 外国人に対する 県政の基礎となる 実態調査を実施、 その結果を基に「覚国人県民施策研究会」 っ 

づい て 1987 年「覚国人県民施策推進会議」、 1989 年「神奈川県国際政策推進協議会」、 1994 年「神 祭 

川 県国際政策会議」を 設置し、 1995-2003 年の岡崎県政、 2004 年からの松沢県政へ 至る外国人と 共に 
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生きる地域づくりの 基礎がっくられた。 「内なる 民 除外交」施策の 理念は、 多言語や平易な 日本語に 

よる相談体制・ 情報提供、 保険医療・福祉、 教育、 就労、 まちづくりに 置かれた。 Ⅲ県内で最も 外 

国人登録者数が 多く、 歴史的にも差別にさらされ、 就労や教育の 場で本名すら 安心して名乗れる 環 

境になかった 韓国・朝鮮人に 外国人教育方針のギ 眼が置かれたのは、 「内なる 民 除外交」の理俳から 

みればわかる。 

横浜市の「覚国人教育基本方針」は、 1991 年「在口覚国人 ( 主として韓国・ 朝鮮人 ) にかかわる 

教育の基本方針」として 制定された。 方針の題目には「 ギ として韓国・ 朝鮮人」という 文言が入れ 

られているが、 内容をみると、 「在口韓国・ 朝鮮人の子どもたちをはじめ 中国、 カンボジア、 ブラジ 

ル 、 ベトナム、 フィリピン、 ペルー などの子どもたち」 となっている。 外国人の子どもたちが 母上 

化や民族を隠さずに 生きることを 励まし、 そのために教職員が 変わることや、 日本人の子どもたち 

に 差別を許さず 人権 を尊重するよ う 訴えている。 教育環境の整備事項としてあ げられているものの 

なかに、 在口外国人の 教員採用があ るが、 常勤講師としてではなく、 日本人と地位や 権 限㈹差がな 

い教諭としての 採用をぜひ考えたい。 神奈川県の方針に 比べると、 教育環境整備の 課題がより多く 

具体的にあ げられている。 また、 この方針の根拠を 国際人権 規約だけでなく、 子どもの権 利条約に 

もおいていることについては、 神奈川県のものより 評価できる。 

川崎市の覚国人教育方針をみて い きた い 。 まず、 1986 年「川崎市在口覚国人教育基本方針 - ギと 

して在口韓国・ 朝鮮人教育」が 策定された。 1980 年の豊中市、 1982 年の東大阪市、 1983 年の吹出市、 

1984 年の貝塚市など、 関西の自治体には 遅れを取ったが、 関東では早い 取り組みだった。 しかし、 

その取り組みの 道のりは長い。 資料「 1986 年の『川崎市在口覚国人教育基本方針     主として在口鉾 

国 ・朝鮮人教育』ができるまでの 経緯」㈹からみよう。 

1982 年 7 円に在口 2 世の母親たちを 中心とする「在口韓国・ 朝鮮人教育をすすめる 会 」 ( 以下、 「 す 

すめる 会 」 ) から、 川崎市教育委員会に 対し、 韓国・朝鮮人の 子どもが安心して 育てない環境が 学校 

や地域にあ るという問題提起があ り、 同委員会は「学校では 同じに扱っている」と 回答し 、 「すすめ 

る会 」は「同じ教育ではだめなのだ」と 指摘した。 在口韓国・朝鮮人が 置かれている 状況が日本人 

と違 う ことがまず理解されていなかった。 「すすめる 会 」は 3 年間かけて委員会と 話し合いを持ち、 

委員会もようやく 違いがあ り差別があ るという事実を 認めていった。 

1986 年の方針は、 「差別を排除し、 人権 尊重の精神を 貫く」の双文の 文言ではじまる。 前文では 川 

崎 市に韓国・朝鮮人が 住むようになった 歴史、 本名を名乗るなど 民族として白らの 存在を明らかに 

できない場合があ るなど差別の 実態にふれ、 人権 尊重の根拠を 国際人権 規約に求めている。 条文に 

あ たる各項では、 前文と異なって、 外国人を在口韓国・ 朝鮮人に特定せず、 「 本 市に在住する 外国人」 

「在口覚国人」という 記述をしている。 問題提起をし 行動を起こしたのは 川崎南部に居住する 在口 

韓国・朝鮮人であ ったが、 安心して育つ 場がないという 教育上の間 題 そのものは、 他の民族の外国 

人 、 川崎の他の地域にも 共通するという 考え方が方針にはあ る。 

1986 年の方針制定から 10 年、 1996 年に方針は見直され、 「覚国人教育検討委員会」の 下、 1998 年「 川 

崎 市覚国人教育墓木方針一夕文化共生の 社会をめざして 一 」に生まれ変わる。 1986 年の方針が人権 

関係の国際条約については、 「国際人権 規約」のみへの 言及であ ったのに対し、 1998 年の方針   は 、 1982 

年の 「難民条約」、 1994 年の「子どもの 権 利条約」、 1996 年の「人種差別撤廃条約」にもふれ、 「覚国 

人教育基本方針」が 万人の人権 を尊重する教育上の 保障であ ることをあ らためて確認している。 外 

国人市民の状況についても、 韓国・朝鮮人のような 植民地支配の 経緯からオールドタイマーとなっ 
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た人々の在口の 歴史だけでなく、 さまざまな国や 地域から就労や 国際結婚等のため 数 {, 年前から濃 

ロするようになったニューカマ 一の状況を説明するくだりがあ り、 幅広い層の覚国人市民の 母語、 

母 文化の保障が 強く訴えられている。 

そして、 なにより、 1986 年の方針との 大きな違いは、 教育関係者の 役割とめざすべき 方向性が明 

確に打ち出されていることであ る。 教育関係者が 取り組むべき 課題として、 ①市内の覚国人の 実態 

把握、 ②外国人市民の 自主的活動への 支援協力、 ③研修会、 研究会等により、 外国人の子どもの 上 

しい教育観の 確立、 指導力の向上、 ①関係機関との 連携、 施設の拡充、 推進体制の整備、 資料の作 

成、 ⑤子どもはもとより、 外国人保護者の 思いの受け止め、 ⑥進路保障、 の㎡内の覚国人学校との 

交流があ げられている。 

5. 行き悩む孝文化化のなかでの 居場所 

「行き悩む 多 文化化」のなかで、 宮島はこう述べる。 「文化葛藤と 呼ぶほどの劇的なコンフリ ク 

トは 今の日本にないようにみえる。 だが、 個々の外国人の 内なる生活では、 彼らの維持したいとす 

るアイデンティティと 日本社会の同化圧力のぶつかり 合いがクリティカル な 状況を生んでいる 例は 

少なくない。 制度的レベルでは『機会均等 コ Ⅰ内外人平等 コ がそれなりに 実現に向かっているだけに、 

この行き悩む 孝文化化はそれだけ、 日本の外国人受け 入れの今後の 問題を予想させる」。 ( 宮 

島， 2003,p.43.) 「孝文化化とは、 相互的な文化変容という 質的な変化なしには 無意味な過程であ る 

とい わなければならない。 少数者はいずれにせ よ 適応を強いられるのだから、 ここで『相互的』と 

いうとき、 受け入れ社会の 多数者の側の 文化が少しでも 変わることが 重要であ る。 こうした相互性 

の中で彼らの 文化が受け入れられていくこと」 ( 宮島， 2003,p.43.) が孝文化化であ るという。 

筆者は宮島とは 文化と人間のとらえ 方が異なる。 宮島の場合は 文化があ って人間があ るという 論 

調 であ るが、 筆者はその逆で、 人間があ って文化があ ると考えている。 少数者はいずれにせよ 適応 

を強いられるのだから、 多数者が少数者に 譲歩をして、 多数者、 少数者相互が 文化変容しなくては 

ならないと宮島は 述べている。 この論及には、 まず文化あ りきという考え 方がみてとれる。 しかし、 

文化は人間がえらびとるものと 考えたらど う だろうか。 人間がえらびとる 文化には複数あ って 、 複 

数の文化のうちなにがどういう 場面で多数者のあ る文化に適応をさせられるのかは 非常に重要な 問 

題であ り、 適応させられるのが 居場所の根幹であ る少数者の人権 に関わるのであ れば、 少数者は生 

きづらい。 しかし、 適応した方が 生きづらさが 軽くなったり、 生きやすくなったりする 場合に、 少 

数者は多数者の 主流の文化に 適応する。 少数者がえらびとる 複数の文化のうち、 少数者の人権 に関 

わるものについては、 少数者はなんとかして 継承しょうとするので、 多数者から適応を 強いられて 

も、 少数者は複数文化すべてを 多数者にあ れせていくわけではない。 

多 文化化に際して 多数者に求められるのは 少数者にあ れせた文化変容というより、 適応を強いら 

れる中で少数者がえらびとる 文化を対等に 認める寛容ではないか。 宮島は、 日本の国歌、 君が代 斉 

唱を求められるときを 例にとり、 仲間として受け 入れられない 疎覚感を覚国人が 抱くと述べている。 

( 宮島， 2003,p.40 ・ ) 宮島のい う多 文化化に則って 考えるなら、 少数者のために 多数者も文化変容 し 

て 、 相互的に君が 代は歌わないことにするのだろうか。 しかし、 多数者が君が 代という居場所を 手 

放すことを期待してい い のだろうか。 むしろ、 多数者が、 少数者まで斉唱する 必要はないという 居 

場所をつくることこそ 求められるのではないか。 君が代斉唱は、 外国人だけでなく、 日本人であ っ 

ても、 外国で生まれた 多神教ではない 宗教、 たとえば、 キリスト教やイスラム 教の宗派に属す 者に 
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とっては、 自身をマイノリティと 感じさせられ、 疎覚感を持たされ、 思想信条の自由という 人権 で 

保障された居場所を 失 う のではないかと 不安を覚えさせられるものであ る。 君が代についていえば、 

多数者が斉唱する 居場所も少数者が 斉唱しない居場所も、 人権 に基づいて保障されるべきであ る。 

多よ 他化が行き悩むのは、 まず多くの人々が 日本人の間での 文化葛藤を認めたがらかけためであ 

り、 言い換えれば、 民族が同じであ れば思想信条、 生活習慣は同じであ るはずという 内なる同化 圧 

ノ J が日本人に対して 明らかに働いているからであ り、 内なる同化圧力がいかに 深刻な痛手を 日本人 

のなかの文化的少数者に 与えているかを 学者から大出に い たるまで理解することがあ まりむいため 

であ る。 

それだけに、 外なる同化圧力、 外国人に対する 同化圧力は厳しく、 同化される外国人の 苦しみを 

受け止める想像力が 働きにくい。 宮島が掲げる「相互的な 文化変容は不可能か」 という問い ( 宮 

島 ， 2003,p.40 ． ) は 見落とせない。 しかし、 文化葛藤の解決法は、 相互的な文化変容ばかりではあ る 

まい。 文化の相互作用による 文化統合、 いわば、 歩み寄りを期待するより、 葛藤しあ ぅ 文化と文化 

の間に、 距離をおいた ぅ えで場の共有をもくるむ、 いわば、 文化の棲み分けを 認める方がよ い こと 

もあ るだろう。 ひとりの人間はさまざまな 文化をまと う 。 そのなかには、 歩み寄れる文化もあ れば、 

歩み寄れない 文化もあ るだろう。 歩み寄れない 文化に、 母語・言語の 継承や民族名の 保持、 宗教的 

規範などが含まれるのではないか。 

棲み分けは、 「『文化の相互隔離的併存』、 つまり民族の『ゲット 一化』を引き 起こして、 社会㈹ 

統合を危うくするのではないか」 ( 宮島， 2003,p,56.) という議論もあ る。 このⅢ題をど う 考えるか。 

⑨たとえば、 社会学者駒井 洋が 桑原靖夫との 対談で「『距離をおく 差別 山 ( 駒井， 1994,pp.67-68.) 

ということに 論及しているが、 むしろ筆者は、 いわば「距離をおかせない 差別」、 つまり 相 冗文化変 

容を目論みながら、 結局は文化変容の 過程で多数者にのみこまれるおそれのあ る少数者の文化の 独 

立 性を懸念する。 駒井によれば、 多文化主義には 批判があ り、 その批判は少数者が 多数者に対して 

非融合 自 りな集団を形成することで、 国家の構成員であ ろうとしないことだというが ( 駒 

井 ， 1994.pp.42-43.) 、 その批判はどのような 政治的立場からなされた 批判かということを 明らかに 

していない。 非融合的であ ることが少数者の 文化の独立性を 継承しながら、 多数者と交渉し 多数者 

の 文化を変容させる 余地を生み出す 知恵ではないのか。 少数者にそうした 余地を国家、 社会の政策 

として許せないのだとしたら、 まず人間あ りきの人権 に基礎をおく 国家も社会でもない。 

「文化の相互隔離的併存」と 述べた宮島は、 イギリスの社会学者ジョン・レックスが、 移民マイ 

ノリティへの 対応として、 政治、 教育、 雇用等の平等だけでなく、 宗教、 家族生活、 道徳生活、 言 

語 等を実践する 権 利を認めるという 考え方として 多文化主義の 概念を提起したことにもふれている。 

( 宮島， 2003,p.57.) 宮島はヨーロッパの 社会学の理論研究が 専門であ る。 フランスでは 2004 年 9 月 2 

日 、 公立学校において 宗教への帰属を 誇示する標章や 服装を禁止する 法律が施行された。 新聞はこ 

の法律をスカーフ 禁止法と呼んでいる。 紙面では、 イスラム教徒の 服装ばかり書かれているように 

みえるが、 よく読めば、 イスラム教徒のスカーフのほか、 ユダヤ教徒の 帽子キッパ、 キリスト教徒 

の大きい片字架も 禁じられたことがわかる。 配 禁止法は細則を 定めた通達を 伴っており、 通達によ 

と る バンダナ やへヤ ピースなど控えめなものは 認められているという。 宮島がこの法律と 通達を 

ど う 解釈するのかを 筆者は文献等ではおさえていないが、 宗教的規範に 関わる文化の 場合は、 とく 

に、 歩み寄れることにも 限界があ る。 その限界をくみ 取っているのが、 日立つものは 禁止するが、 

控えめなものは 認めるという 禁止法および 通達の姿勢であ る。 
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孝文化化には 棲み分けを介した 統合が必要であ る。 棲み分けは、 「文化の相互隔離的併存」ではな 

く、 「文化の相互独立的併存」であ る。 民族の文化的アイデンティティの 保持について、 高い評価を 

得てきた 多 文化共生の公民館的な 施設では、 外国とっ ぽ がりのあ る子どものための 子ども会を韓 

国・朝鮮とフィリピンの 子どもそれぞれに 開設している。 外国とっががりのない 日本人の子どもが 

活動内容に興味を 持ったり、 外国人の友達を 慕って参加したいと 求めてきても、 外国とつががりの 

ないマジョリティの 子どもに対してはいっさい 参加を認めていない。 それは、 たとえ友達であ って 

も 、 マジョリテ ィ のいると ころではどうしても 育たない文化的アイデンティティがあ るからであ る。 

そのアイデンティティは、 マイノリティの 母語・言語や 習，貰に関する 紐帯というだけでなく、 マイ 

ノリティがマジョリティとして 安心してなんでも 話せる居場所をつくるという 意味があ る。 外国人 

の子どもが、 本名つまり韓国・ 朝鮮や中国名をなのる 場合に、 学校で名双をからかわれたり、 いじ 

められたりして、 傷つけられることがいまだにあ る。 マジョリティがいると 話せなくても、 マジョ 

リティがいないところでは、 マジョリティには 理解できないこと、 マジョリティには 安易に理解し 

てほしくないことを 自由に話すことで、 マイノリティも 人間としての 安心感を得る。 マイノリティ 

同士の独立した 文化の共有・ 共感は、 そういう安心感を 得るために必要な 居心地であ る。 

国際結婚や国境を 越えた就労などによる 近年のニューカマ 一の外国人の 増加で、 その施設では、 

先述したよ う にニューカマ 一のフィリピンの 子どもの文化的アイデンティティ 保持のための 子ども 

会も開かれている。 ニューカマ一の 場合は外国人の 家族といっても 子どもは日本生まれ、 あ るいは 

物心ついたときには 日本に来ていて、 日本語や日本の 習慣に囲まれて 育つこと例も 珍しくなく、 親 

の母語を家族の 継承言語として 習得し、 親の母国の遊びや 習慣に親しんでいく。 オールドタイマー 

も ニューカマーも 親の国際結婚で、 文化的には日本人とのダブル、 あ るいはさらにいろいろな 文化 

のルーツを持つマルチ ブ ルの子どもも 増えてきた。 そうした子どもたちは 国籍は日本でも、 外国人 

の子どもと文化的アイデンティティ 保持の子ども 会に参加することがあ る。 なんでも話せてなんで 

も聞いてもらえるという 安心感が得られる 場所、 そうした居場所こそ、 宮島がドイッの 政治学者か 

ら 学んだ、 外国人にとっての 自由に息のつける 空間、 多様性と相違の 権 利が保障される ( 宮 

島， 2003,p.59.) 人権 の基本ではないか。 

子ども会は自発的な 集まりであ る。 最初は親の文化に 興味を持たなかった 子どもであ っても親の 

期待もあ って子ども会に 通 う ちに、 学校とはまた 違った居場所を 見つけるのであ る。 したがって 、 

きっかけとしてそうした 子ども会が用意されるが、 最初に居場所あ りきなのでもない。 子ども会の 

構築過程を通じて、 子どもたちがそれぞれの 居場所を子ども 会のなかに 見 けだしていく。 子ども 会 

で 習得する題材であ る文化は実体だが、 実体としての 文化を習得するなかで 見いだされる 居場所は 

構築的であ る。 2 け 

6. おわりに 

なぜ、 学校でも、 地域でも、 外国人の子どもの 権 利を保障し、 居場所をつくるのか。 それは、 マ 

イノリティの 外国人の子どもの 家庭環境はマジョリティの 口木人とは別様な 生きづらさを 抱えてい 

る 場合があ るので、 家庭だけに任せていたら、 そうした家庭環境にあ る外国人の子どもは 幸福な成 

長を遂げられないかもしれないからであ る。 子どもが幸福に 成長するためには、 子どもの生きづら 

さを理解するおとなが 子どもの居場所を 保護する必要があ る。 

チど t, が 親の継承 語 ( 母語 ) を理解できず ド公 なコミュニケーションがとれない 家庭、 親が学校 
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で 使用されている 抽象的な日本語がわからないために、 学校との連絡が 取れなかったり、 子どもの 

勉強をみることができない 家庭、 日本語がほとんどできないために 子どもに学校を 休ませても、 親 

よりも日本語のできる 子どもを通訳として 親がするべき 仕事を子どもに 肩代わりさせざるをえない 

家庭、 子どもに本名 ( 民族名 ) を使わせたいがきっかけがつかめないでいる 家庭、 民族の歴史や 行 

事 、 習慣を子どもに 伝えたくても 無だけでは限界を 感じている家庭などがあ り、 こうした家庭にお 

ける子どもの 生きづらさは、 子どもが通 う 学校の教職員や 、 子どもが日常生活を 送る地域で子ども 

自身が信頼を 寄せられる人たちとの 人間関係によって、 かなり改善されるだろう。 そうした人間関 

係は 、 外国人の子どもが 育つ 場 としての居場所といっていい。 

孝文化化の行き 悩みを打開するために、 人間関係を文化の「相互独立的併存」に 置き、 文化の「 相 

互 独立的併存」を 社会の喜びとすればどうか。 本稿でい う多 文化化、 つまり、 文化の「相互独立的 

併存」は、 経済的に豊かな 未来社会を到来させることを 確約するということはではないが、 少なく 

とも、 口木社会の内なる 同化圧力を緩和し、 マイノリティであ る外国人にとってもロ 木人にとって 

も生きやすい 社会の基盤にできる。 こうした基盤づくりに、 「子どもの権 利条約」、 「子どもの権 利 条 

例 」、 「覚国人教育基本方針」は 欠かせない。 

学校での覚国人の 子どもの居場所は、 たとえば、 学校独自の「覚国人生徒教育方針」を 作成した 

り 、 外国人を主とする 保護者会を開くなど、 保護者と教職員とが 連携・協働を 活発にすることから 

も、 発展していくのではないだろうか。 学校はまた、 子どもが暮らす 家庭や身近な 地域と覚の社会 

とな っなぐ紐帯でもあ る。 家庭の継承 語 ( 母語 ) を保障し、 学習における 抽象言語を子どもに、 で 

きれば保護者に 対しても、 定着させて、 就職や進学の 支援に結びつけるなど、 外国人の子どもにと 

っては障壁ともいえる 外の社会への 送り出しを行える 人間関係を学校や 地域のなかでつくること、 

規模の大小にかかわらず、 そうした居場所づくりが、 人権 としての外国人の 子どもの権 利を具体的 

に 保障するのではないか。 

; 主 

1) 少子化問題は 子どもの出生率が 下ることによって、 将来の労働人口が 危ぶまれる社会問題であ 

り、 高齢化と合わせて、 少子高齢化問題として 語られる。 国際連合や国際通貨基金の 予測による 

と 、 日本は現在の 少子高齢化がいっそ う 進んで経済成長が 鈍化するため、 移民の 力 を借りて労働 

人口を確保、 移民国家に転じざるを 得ないという。 生産活動を行えない 高齢者などの 貯蓄生活者 

が増えると、 2020 年頃 には目木の経常収支は 赤字に転落するといわれている。 2050 年に、 現在の 

経済成長率を 維持しょうとすれば、 現在の口木の 総人口の約 4 割にあ たる移民を労働人ロとして 

受け入れている 必要があ るという。 国際連合などの 予測を受けて、 口木では学識者や 国際化に期 

侍 する市民、 人権 団体、 経済団体などが、 移民受け入れ 政策を提唱するようになった。 しかし、 

識者の間でも 賛否はわかれており、 受け入れ支持の 論者は、 グローバル な 労働力移動へ 対応する 

必要があ るとの立場で、 経済団体は必要かっ 多様な労働力を 確保して、 国際競争力を 維持・強化 

することを訴え、 人権 団体は覚国人の 移動 先 で民族・文化の 多様性が保障されることが 社会を豊 

かにすると ギ張 する。 外国人移民の 受け入れが社会を 活発にした事例もあ るが、 トラブルが起き 

ている地域もあ り、 移民の受け入れが 社会全体の利益になるという 実証はいまだなされていない。 

受け入れに反対する 論者は、 移民国家に転ずるような 多大な外国人移民の 受け入れは行政コスト 
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がかかり過ぎ、 人種・民族差別など 社会的 軋礫を符賊 する立場で、 新たな行政コストや 社会的 軋 

礫の回避をヰ 眼に、 労働人口が減少して 生産性が下がるとしても、 生産性は低くても 無難に経営 

していける均質な 社会を づ くれるはずだという。 朝目新聞 2004.8.25 ほか参照。 

2) 大沼保昭『国際条約 集 2004 年版』 有 斐閣， 2004,p.135. を引用したが、 原文では「児童」という 

表記で統一されている。 したがって、 本稿は冒頭から「子どもの 権 利条約」と述べている 関係か 

ら、 「子ども」といういいかたを 多用しているが、 大沼からの引用については、 原文通り 「児童」 

と 表記する。 

3) 最新資料として、 2004 年 9 月に出版された、 外国人の子どもたちの「在留資格問題」連絡会編『 先 

生 ! 日本で学ばせて ! 強制送還される 子どもたち』を 参照。 筆者もこの連絡会に 関わっている。 

4)  朝鮮学校をはじめとする 外国人学校卒業生の 受験については、 9 割を超える国立大学が 2004 年 

度の入試から 受験を認めるということが、 朝日新聞 2004 年 1 月 23 口の報道から 明らかになっている 

が 、 それでもなお 外国人学校の 卒業生は各大学へ 受験申請の書類作成などが 煩雑で、 不利益を受 

けているという。 外国人の子どもに 対する差別、 不利益の改善の 勧告は、 「子どもの権 利条約」、 

「子どもの権 利委員会」に 詳しい平野裕二が 資料としてまとめた「国連・ 子どもの権 利委員会の 

総括所見 : 日本 ( 第 2 回 ) 」を参照した。 「子どもの権 利委員会」に 関する平野裕二の 関連資料は以 

TT ， fc@o 

http://homopage2.nifty ， com/childrights/crccommitteo/index ． htm    (2004.9.28) 

5)  http://wWW.tokyo-nct.tv/indox/law/kakoloeu/roudou2.htm.  (2004.9.9.) から一部抜粋。 

6)  http ツ /wwW,scincnkai.org/rights/konkyo.htm.  (2004.9.9.) から部分的に 引用。 

7) 地方レベルの 参政権 についての判例は、 1995 年の「定住覚国人への 地方選挙権 付与は違憲ではな 

い」という最高裁判所の 判決に基づく。 有力説であ るが、 政治家、 学者のなかでは 賛否両論で通 

説 とはなっていない。 

8) 前掲 (6) と同じ典拠。 

g)  http://wW.sanscido 叩 ubl.co,jp/publ ル oppou/roppou 田 ic/sin 寸 oku 田 ata/s ㎡ n 寸 oku  (2004. 

9.10) で紹介されている、 子どもの権 利条約総合研究所編 ( 喜多明人、 森田明美、 荒巻重大 )  『 新 

選 「子どもの権 利」条例 集 』 ( 二省 堂 『新六法 200.3 』別冊付録 ) を参照。 

10) この冊子は、 川崎市市民居人権 ・男女共同参画室の 編集による。 日本国政府の 公式用語が「 児 

童の権 利に関する条約」であ るのに対し、 川崎市では「子どもの 権 利条約」という 用語を採用し 

ている。 

11) 刀 、 宮山健治，「川崎市子どもの 権 利条約一その 背景と意義Ⅰ社団法人神奈川人権 センター『価値 

の転換と人権 j  ( 人権 ブックレット N0.8) ,p.4. 小宮山は 1986 年の「在口覚国人教育方針一半とし 

て 在口韓国・朝鮮人教育 一 」及び 1998 年の「川崎市覚国人覚国人教育基本方針一孝文化共生の 社 

会をめざして 一 」の制定にも 深く関わった。 小宮山は、 川崎市では覚国人の 子どもの教育と 人権 

の 施策を専門とする 手練れの行政職であ る。 川崎市では小宮山のような 行政職が何人も 輩Ⅲされ 

てきた。 

12)  小宮山，同上， pp.6 り   

13) 小宮山，同上， pplg-21. 小宮山の整理に 基づき、 筆者が部分的に 再構成した。 

14) 小宮山，同上， pp.31-33. 

15) 2004 年 2 月に、 川崎市市民居人権 ・男女共同参画室が、 川 @ 市覚国人市民施策実施状況調査 報 
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吉書』を発行した。 そのなかで、 孝文化共生教育として、 「覚国人教育基本方針」、 「覚国人教 

育推進連絡協議会」、 「民族文化講師ふれあ い事業」、 「帰国・覚国人児童生徒とともに 進める 

教育の国際化推進地域研究」が 検証されている。 この報告書は、 「川崎市子どもの 権 利条例」を 

検証の対象としていない。 「覚国人教育基本方針」については、 「川崎市覚国人教育検討委員会」 

が 教員等研修啓発資料として、 「かわさき覚国人教育推進資料」を 新採用学校教職員、 外国人教 

育や人権 教育担当の学校教職員、 市民館職員や 市民ボランティアに 配布されているが、 配布先 は 

市民全体ではない。 

16) 外国人教育方針に 関する文献としてまとまったものは、 『全国自治体在口覚国人教育方針・ 指 

針 集成』があ る。 関西の研究者たち、 鄭 早苗・什一・ 金 莫連・仲原良二・ 藤井幸之助 編 で、 1995 

年に明石書店から 出版された。 44 自治体の外国人教育方針・ 指針を収めている。 川崎市のものは 

1986 年の「川崎市在口覚国人教育基本方針一七として 在口韓国・朝鮮人教育」で、 1998 年に改訂 

された方針「川崎市覚国人教育方針一考文化共生の 社会をめざして 一 」は収録されていない。 19 

95 年間書Ⅲ版から 約 10 年が経過し、 外国人の子どもをめぐる 社会状況の変化を 考えれば続編が 待 

たれるが、 末だ新たなⅢ版の 報はない。 

17) 神奈川県渉外部渉外総務室， T 氏 除外交 20 年一世界に開かれた 神奈川をめざして 一 』， 1995 年 3 

月 ， pp.78-90. 

18 ) 川崎市覚国人教育検討委員会，『かわさき 外国人教育推進資料 Q&A ともに生きる ～孝文化共生 

0 社会をめざして ～』， 2003,p.7. 

19) 宮島はかかる 孝文化化と統合の 議論をそのまま 口木の状況で 論じることには 反対している。 た 

とえば、 宮島， 2004,p.58 ではこう記述される。 「①およそ、 どんな民族のアイデンティティも 何 

らかの特殊的要素を 含むものであ るが、 当面、 南米や東南アジア 出身者の文化がロ 木の文化より 

も 偏狭な特殊的要素を 含んでいると 判断すべき理由はない。 むしろ同化圧力に 反発する 彼 Ⅰ彼女 

らの態度の中にかえって 個人 ギ義的 結婚観など普遍的な 要素が示されている 場合もあ る。 ②日本 

では、 増えたりといえども 外国人は総人口の 1. 数 パーセントであ り、 極小のパーセンテージにす 

ぎない。 絶対的マイノリティとしてロ 木社会の同化圧力をひしひしと 感じていることを 考えるな 

ら、 彼 Ⅰ彼女らのアイデンティテ ィ や文化の自由 ( 相違 ) の余地を少しでも 広げていくことがま 
ず 先決だろう。 」 

20) 朝目新聞 2004.8.27. 「許容範囲は ? 緊張の新学期～スカーフ 禁止、 仏で施行間近」、 朝目新聞 

2004.9.1 「仏国内『挙国一致』 一 あ すから学校スカーフ 禁止」、 朝日新聞 2004.9.4. 「スカーフ、 

体 で禁止法施行～公布学校大きな 混乱なし」を 参照。 

21) 文化は実体なのか 言説実践等を 通じて構築されるプロセスなのかという 議論は刺激的であ る。 

本稿では、 実体としての 文化もあ り構築されるプロセスとしての 文化もあ るという立場を 取る。 

この議論については、 民族は実体として 存在するのかという 名和 一 綾部による民族学論争を 参照 

してほしい。 この民族学論争は 民族学を超えて 注目を浴びた。 多文化主義に 関する研究者では、 

木村秀雄が取りあ げている。 木村秀雄「多文化主義・ 人類学・ラテンアメリカ」油井大姉郎・ 遠 

藤 泰生偏 T 多文化主義のアメリカー 揺らぐナショナル・アイデンティティ』 1999,pp.253-281. を 

参照。 名和 一 綾部論争を原典からあ たるには、 名和克朗「民族論の 発展のために 一 民族の記述 と 

分析に関する 理論的考察」 ア 民族学研究 コ 57(3),1992. および、 綾部恒雄「建設的民族論のために 

一名和克朗氏の 批判に応える」 『民族学研究 j 58(1)   
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